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令和５年７月14日付け新潟県告示第835号（生産物審査の基準及び方法の告示の一部改正） 

１ページの 

「次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。」 

は、 

「次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。」 

の、 

「 (3) 審査の方法 

  ア・イ （略） 

(3) 審査の方法 

  ア・イ （略） 」 

は、 

「 (3) 審査の方法 

ア 書類審査 

   生産等基準の２及び３に規定する事項につ

いて、生産物審査請求時に請求者から提出の

あった当該事項の遵守状況を示す書類により

審査を行い、遵守されていると認められるも

ののみ、次のいずれかの審査を行う。 

イ （略） 

(3) 審査の方法 

ア 書類審査 

    生産等基準の２及び３に規定する事項につ

いて、生産物審査請求時に請求者から提出の

あった当該事項の遵守状況を示す書類により

審査を行い、遵守されていると認められるも

ののみ、次のイの審査を行う。 

イ （略） 」 

の誤り。 


